
技能実習生の妊娠・出産等に係る取扱いに関するヒアリング票  

 

 これは、技能実習生の皆さんに日本でより良い環境で技能実習を行っ

ても らう ため に、 妊娠 ・出 産に 関す る取 扱い の実 態を 調べ るも ので す。

あなたの同意がないのに、あなたの回答を監理団体や実習実施者、送出

機関の人に見せることはありません。また、あなたの答えを理由に、あ

なたが不利益な取扱いを受けることもありません。そのため、ありのま

まを答えてください。なお、答えたくないものは、答えなくても構いま

せん。  

 

Ｑ１  次のことを知っていますか？また、監理団体やあなたが今働い

ている会社（実習実施者）、送出機関から説明を受けたことがありま

すか？  

①日本では、妊娠・出産を理由とした解雇等の不利益な取扱いは法律

で禁止されていること  

②妊娠しても技能実習を続けたい場合、出産のための休暇を取りなが

ら続けられること  

③妊娠した場合に相談できる窓口や、子どもが生まれたときに利用で

きる一時金などの制度があること  

④妊娠したことを理由に解雇されそうになったり、帰国するよう言わ

れたとき、外国人技能実習機構に相談できること  

⑤帰国して出産した場合、出産後に再度入国して技能実習を再開でき

ること  

（※①から⑤についてそれぞれ１つずつ選択してください。）  

 説 明 を 受 け た の で

知 っ て い る  

説 明 を 受 け た が 覚

え て い な い  

説 明 を 受 け て い な

い が 知 っ て い る  

説 明 を 受 け て い な

い の で 知 ら な い  

①  □  □  □  □  

②  □  □  □  □  

③  □  □  □  □  



 
 

2 
 

④  □  □  □  □  

⑤  □  □  □  □  

 

Ｑ２  あなたは、監理団体や会社（実習実施者）、送出機関から、「妊

娠したら仕事を辞めてもらう（帰国してもらう）」という内容のこと

を、直接、言われたことはありますか？  

□  あ  る（→Ｑ３）  □  な  い（→Ｑ４）  

 

Ｑ３（Ｑ２が「ある」のとき）それは、誰から言われましたか？  

（※言われた人全てにチェックをしてください。）  

□  監理団体の人  □  会社（実習実施者）の人  □  送出機関の人  

  

Ｑ４  あなたは、監理団体や会社（実習実施者）、送出機関との間で、

「妊娠したら仕事を辞める（帰国する）」という内容の書類にサイン

したことはありますか？  

□  あ  る（→Ｑ５）  □  な  い（→Ｑ６）  

 

Ｑ５（Ｑ４が「ある」のとき）それは、誰との間の書類ですか？  

（※該当するもの全てにチェックしてください。）  

□  監理団体  □  会社（実習実施者）  □  送出機関  

 

Ｑ６  あなた以外の技能実習生で、あなたの会社（実習実施者）で働

いていた人の中で、妊娠したことを理由に、本人に実習を続ける意思

があるにもかかわらず、実際に会社（実習実施者）を辞めさせられた

（帰国させられた）人を知っていますか？  



 
 

3 
 

□  知っている   □  知らない  

 

Ｑ ７  今 回 あ な た か ら 回 答 が あ っ た 内 容 を 確 認 し 、 あ な た 以 外 の 人

（監理団体や会社（実習実施者）、送出機関）の行為に関し、不適切

なものがあった場合には、外国人技能実習機構などが、あなたが答え

た 情 報 に つ い て 、 あ な た の 母 国 の 政 府 に 改 善 を 求 め る た め に 伝 え た

り、日本国内で調査をするために使用してもよいですか？  

□  使用することに同意する  

□  私の名前出さずに使用するなら同意する  

□  同意しない  

以上  
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官用欄  

調 査 日  2022/  / 調 査 担 当 者   

技 能 実 習 生  

氏 名  
 

国 籍  
ベトナム・中国・カンボジア・タイ  

ミャンマー・インドネシア・フィリピン  

職 種・作 業  / 

段 階  １号  ・  ２号  ・  ３号  

実 習 実 施 者 名 称  
 

 

監 理 団 体 名 称  
 

 

送 出 機 関 番 号  

( ※ O T I T  L i s t  N o . は 使 用 し

な い 。中 国 の み 送 出 機 関 名 ) 

 

 

 

監 理 団 体 ・ 実 習

実 施 者 に お け る

好 事 例 ( ※ ) 

 

備 考  

 

（ ※ ） 母 国 で 出 産 し た 場 合 に お い て 、 再 来 日 に 要 す る 費 用 を 監 理 団 体 等 が 負 担 し た な ど

法 令 に 基 づ い た 対 応 以 外 で 行 う こ と と し た 取 組  


